
第 470 回岩手県青少年環境浄化審議会議事録 

 

１  日 時 

令和３年９月 10 日（金）13 時 30 分～15 時 00 分 

 

２  場 所 

いわて若者カフェ（岩手県公会堂地下） 

 

３  出席者 

（１） 委員（４名） 

遠藤 隆     会長 

五十嵐 のぶ代  委員 

杉本 貴宏    委員 

鈴木 雅雄    委員 

 

（２） 県側（３名） 

    若者女性協働推進室 

特命参事兼青少年・男女共同参画課長   前田 敬之 

主任主査   佐藤 和行 

主  事   本山 博仁 

 

４  会議の概要 

（１） 開 会 

佐藤主任主査の司会により開会。 

（２） 審議会成立 

事務局から、４名の委員が出席したことにより、青少年のための環境浄化に関す 

る条例第 23 条第２項の規定（委員の半数以上の出席）に基づき、審議会成立を報 

告。 

（３） 議事録署名人の指名 

議事録署名人は会長のほかに、会長が鈴木委員を指名。 

（４） 議事（要旨） 

【事務局】 

条例第 10 条第１項に基づく「青少年に不健全な図書類の指定」の適否に 

ついて、知事の諮問事項（図書類４冊）を説明。 

 

 ― 各委員審査 ― 

【五十嵐委員】 

  全冊指定でお願いします。 

  １番、３番、４番は、ほとんどが青少年に不健全な内容に該当するほか、



コロナに関する話題が多く記載されており、読み手の興味をひくような記事

が多くありました。薬物、ヤクザ、暴走族、性描写など青少年に不適切な内

容が数多く記載されていました。 

  ２番では、パクリ、コピー商品、フェイク画像、ボイスチェンジャーなど、

犯罪につながる行為が詳細に書かれてあり、青少年が真似しやすい内容にな

っていて危険だと感じました。 

  全体の所感になりますが、岩手県という広い県土において、インターネッ

トのみならず、雑誌という身近な媒体が店頭に並ばないように、当審議会で

不健全図書の審査・指定を継続して行うことが、いわての青少年の健全育成

につながると思いますので、引き続き環境浄化に取り組む必要があると考え

ています。 

 

【鈴木委員】 

  全冊指定でお願いします。 

  １番では、普通に販売されている風邪薬が処方の仕方次第で薬物として使

用される記事があり、青少年に悪影響を与える内容だと感じました。 

２番では、違法行為につながるような機器の作り方などが詳細に記載され

ていて、犯罪を誘発するおそれがあると考えます。 

３番では、女性の肉体を露骨に描写していて、青少年の性的な感情を刺激

する内容となっていました。また、裏風俗や売春を促すような記事も記載さ

れていて、青少年にふさわしくない内容となっていました。 

４番では、いじめや暴力行為を容認し、正当化するような表現があり、青

少年の健全な育成を阻害するおそれがあると感じました。 

 

【杉本委員】 

  全冊指定でお願いします。 

  １番では、半グレリーダーナンバー２やヤクザなどの記事があり、暴力的

なものを英雄視する内容や、薬の効果を詳細に記載し、青少年が興味を持つ

内容が記載されていたため、青少年に不適切だと判断しました。暴動グッズ

の作り方の記事があり、簡単な素材で凶器が作れることが書かれてあったた

め、青少年に粗暴な行為を誘発する内容となっていました。 

  ２番では、性描写が少なく一見真面目そうな雑誌ですが、犯罪を誘発する

ような内容が多く記載されていました。また、海賊版サイトやアダルトサイ

トをすぐ検索して閲覧できるような記事があり、青少年に不適切な内容とな

っていました。さらに、付録では尾行の仕方が詳細に書かれてあり、ストー

カー行為など犯罪行為を助長するおそれがあると感じました。 

  ３番では、裏風俗の値段や連絡方法などの紹介があり、青少年がすぐ真似

できる内容となっていました。また、パスポートや免許証の偽造の記事があ

り、犯罪行為が楽しいものであると青少年に誤認させる内容であり、青少年



審議会委員署名 

 

 

   会長                       

 

 

   委員                       

に不適切な内容となっていました。 

  ４番では、日本と北朝鮮の政治パロディーのような漫画がありましたが、

暴力的な描写もあり青少年に偏見的な印象を与えてしまうおそれがあるため

青少年にふさわしくない内容だと感じました。 

 

【遠藤会長】 

 皆さんと同様に、全冊指定でお願いします。 

 １番は、暴力団やヤクザを英雄視するようなものや、具体的な暴力行為をす

うための方法、刺青など青少年に危険な行為を誘導するような表記が多くあり

ました。 

 ２番は、刑罰法規に触れるような違法行為が多く紹介されていて、青少年に

犯罪を誘発するような内容となっていました。 

 ３番は、女性の肉体を売り物にするような記事や偽造紙幣の作り方、ヤクザ

のいじめの記事など、青少年に不適切な内容となっていました。 

 ４番は、いじめの手口や性行為を具体的に表現している記事があり、青少年

の健全な育成を阻害するおそれがある内容となっていました。 

以上、審議会としましては、全冊指定ということで答申させていただきます。 

 

（５） その他 

    次回の開催予定は、令和３年 11 月９日（火）に開催予定として、詳細は後日連

絡する旨説明。    

 

 


